
○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（抜粋） 
 
（期間内の処分） 
第十条 保管事業者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごと及び保管
の場所が所在する区域ごとに高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制
の整備の状況その他の事情を勘案して政令で定める期間（以下「処分期間」と
いう。）内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分
を他人に委託しなければならない。 

２（略） 
３ 次に掲げる要件のいずれにも該当する保管事業者は、第一項の規定にかか
わらず、処分期間の末日から起算して一年を経過した日（以下「特例処分期限
日」という。）までに、その高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、
又は処分を他人に委託しなければならない。 
一 高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を特例処分期限日までに自ら処分し、 
又は処分を他人に委託することが確実であること。 

二 次に掲げる事項を記載した届出書に、前号に掲げる要件に該当すること 
を証する書類として環境省令で定めるものを添付して、都道府県知事に届け
出たこと。 
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
ロ 処分期間内に自ら処分し、又は処分を他人に委託することが困難な 
高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び数量並びに保管の場所 

ハ ロの高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、又は処分を他 
人に委託することが見込まれる日 

ニ その他環境省令で定める事項 
４（略） 
 

（改善命令） 
第十二条 環境大臣又は都道府県知事は、保管事業者が第十条第一項又は第三
項の規定に違反した場合には、当該保管事業者に対し、期限を定めて、当該高
濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分その他必要な措置（以下「処分等措置」
という。）を講ずべきことを命ずることができる。 

２（略） 
 
（代執行） 
第十三条 前条第一項に規定する場合において、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃
棄物の確実かつ適正な処理上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、次の各号の
いずれかに該当すると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、自ら
その処分等措置の全部又は一部を講ずることができる。この場合において、第
二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該処分等措置を
講ずべき旨及びその期限までに当該処分等措置を講じないときは、自ら当該
処分等措置を講じ、当該処分等措置に要した費用を徴収することがある旨を、
あらかじめ、公告しなければならない。 
一 前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命ぜられた保管事
業者が、当該命令に係る期限までに当該命令に係る処分等措置を講じないと
き、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。 

二 前条第一項の規定により処分等措置を講ずべきことを命じようとする場
合において、過失がなくて当該処分等措置を命ずべき者を確知することがで
きないとき。 

三 緊急に処分等措置を講ずる必要がある場合において、前条第一項の規定に
より当該処分等措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。 

２～３（略） 

  



○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令（抜粋）  

 

（高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の期間） 
第六条 法第十条第一項の政令で定める期間は、別表の上欄に掲げる高濃度ポ
リ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び同表の中欄に掲げる保管の場所の所在す
る区域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。 

 
別表（一部抜粋） 
高濃度ポリ塩化ビフェ
ニル廃棄物の種類 

保管の場所の所在する
区域 

期間 

一 廃ポリ塩化ビフェニ
ル等及び廃変圧器等 

北海道、青森県、岩手県、
宮城県、秋田県、山形県、
福島県、茨城県、栃木県、
群馬 県、埼玉県、千葉
県、東京都、神奈川県、
新潟県、富山 県、石川
県、福井県、山梨県、長
野県、岐阜県、静岡県、
愛知県及び三重県の区
域 

平成二十八年八月一日
から 
令和四年三月三十一日
まで 

 


